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〈今治法人会のご案内〉

今治法人会は、納税意識の高揚と企業経営・社会の健全な発展に貢献することを目的に、
昭和33年に任意団体として設立以来、昭和51年に社団法人、平成25年に公益社団法人
となった納税協力団体です。
　私たちの活動は、今治税務署管内の法人会員、並びに会の目的と事業を賛助するために入会された法人
の事業所・個人会員の方に支えられています。
　又、全国には440の単位法人会があり、約75万社の法人企業が加入しています。それぞれの法人会が地
域に欠かせない団体として様々な活動を行っております。

　今治法人会では、会員の皆様の会費及び公益財団法人全国法人会総連合からの助成金等、会員の皆様の
ご支援金により運営を行っており、下記の公益認定事業等を実施しています。
　令和５年３月末の会員数は1556社です。１社でも多く会員になっていただくことが最終、法人会の事
業目的を達成することに繋がるとして、地域の未加入法人に対する会員勧奨を推進しております。

今治法人会の事業

１．公益目的事業
　どなたでも参加できますが、参加費用が必要な場合があります。

　

　具体的には認定された次の事業を実施します。
　（１）税知識の普及を目的とする事業
　（２）納税意識の高揚を目的とする事業
　（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
　（４）地域企業の健全な発展に資する事業
　（５）地域社会への貢献を目的とする事業

２．共益事業
　公益目的事業以外の会員限定の事業も実施しています。
　事業によっては参加費が必要な場合があります。会員になると様々な特典があります。
　（１）会員の交流に資するための事業
　（２）会員の福利厚生等に資する事業

［法人会の会員］

正 会 員 今治税務署管内〈越智郡上島町及び今治市〉に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入
会した者

賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人の事業所または個人の方

今治法人会は公益法人認定法に掲げる23の事業の中から、下記の事業を行うことを申請し公益認定を受け
実施しています。
　①　国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
　②　地域社会の健全な発展を目的とする事業

〈法人会の理念〉
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〈研修会〉

税について理解を深め　仕事に生かしましょう！税について理解を深め　仕事に生かしましょう！

令和５年度の予定です
（順次ホームページでお知らせします https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imabari/）

〈決算期別研修会〉
決算期の留意事項や税法および通達などの改正についての研修会です。
経営や税務に関する最新の情報をお伝えし、有益な資料をお渡ししています。
講師は今治税務署法人課税部門担当官の方です。

本年度の開催日予定
　　令和５年　６月７日（水）終了／８月２日（水）終了
　　　　　　　11月１日（水）
　　令和６年　１月24日（水）

無料

＊やむを得ない事情により、日時・会場が変更になる場合があります。
＊お問い合わせ　公益社団法人今治法人会（TEL 0898-31-8191）

〈年末調整説明会〉
年末調整事務等の疑問・質問…まとめて解決のお手伝いをします。

　日時　11月８日（水）　13：30～15：00
　場所　今治商工会館３階研修室（今治市旭町2−3−20）
　講師　今治税務署担当官
　定員　60名（先着順）

無料

〈経理担当者養成講座〉

経理（実務）担当者の日常業務及び決算業務の処理に関して必要
不可欠な知識をわかりやすく解説していただきます。日常業務に
ついて、あらためて正確な知識を学びたい総務 ･経理 ･管理部門
の皆様にも受講いただきたい内容です。
令和５年10月１日から導入された「インボイス制度」について
も説明いたします。

　日時　11月７日（火）　13：30～16：30
　場所　今治商工会館２階大会議室（今治市旭町2−3−20）
　講師　税理士　木原　健二郎　氏
　定員　30名（先着順）

経理（実務）担当者のための１日でマスター日常会計

無料

※�昨年まで販売しておりました手引き書
「年末調整のしかた」（大蔵財務協会　税
込 2，310円）は、販売しておりません。

源泉徴収票等の帳票類は会場に
用意しておりません。　　　　
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〈新設法人研修会〉
会社等を設立されて間もない経営者の皆様を対象に事業の開始に
際しての法人税務上の留意点等について説明します。

　日時　１月24日（水）　15：00～17：00
　場所　今治商工会館３階研修室（今治市旭町2−3−20）
　講師　今治税務署法人課税部門担当官 無料

〈青年部会・女性部会主催　税務研修会〉　１月予定
今治税務署管内事業所の青年経営者・女性経営者および従業員を
対象に、様々な税をテーマに取り上げ、税に関する理解と知識を
深めるとともに、正しい税知識を身につけるための研修会です。

無料

写真は令和４年度
　今治税務署　高尾税務署長をお招きして
　�『国税庁の組織と各部門の仕事について』

今治法人会では企業経営に役立つ資料・冊子を無料で配布しています。ぜひご活用下さい。

８月配布済

「わかりやすい！会社の決算・申告の実務」
決算調整と申告実務の手引き

「会社がもらえる助成金活用のポイント」
目的や事業計画に合わせて分野別に解説

※今治法人会事務局に若干在庫あります。

これからの配布予定

10月
「源泉所得税　実務のポイント」
源泉徴収の仕組みや実務上よくある項目の解説

「経理担当者が迷いがちなインボイス制度Ｑ＆Ａ」
インボイス制度導入後、実務を行う際に判断に迷う項目を取り上げ、参考図や
記載例を交え、Ｑ＆Ａ方式でわかりやすく解説

１月
「会社役員のための確定申告実務ポイント」
会社役員の確定申告や会社・役員間取引と税金についての解説

お知らせ
今治税務署管内　児童・生徒の「税に関する作品展」を開催します

日　時　　11月11日（土）～19日（日）　　　　　　　　　　　　　　
場　所　　イオンモール今治新都市１階　きらめきコート　ＧＵ側

（今治市・越智郡租税教育推進協議会主催）
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〈社会貢献活動〉

主催　　　　公益社団法人今治法人会　　　　今治間税会

「税を考える週間」「税を考える週間」

第１部　基調講演

テーマ 「これからの社会と税」
講師　今治税務署長　　合田 幸一郎　氏

第２部　記念講演
テーマ

講師　防衛研究所研究幹事

　　　　兵頭　慎治　氏

今治税務署管内　児童・生徒の税に関する作品展を開催します。
（今治市・越智郡租税教育推進協議会主催）

講演会のご案内講演会のご案内

入場料

無料
申込方法 10月30日（月）午前９時より下記にて整理券を配布します。

応募者多数の場合は先着順120名にて締め切らせていただきます。

◆公益社団法人今治法人会　今治市旭町2-3-20　今治商工会館３階　（0898）31-8191
◆今治商工会議所　　　　今治市旭町2-3-20　今治商工会館１階　（0898）23-3939

協賛／今治税務署　後援／今治市・今治市教育委員会・今治商工会議所・四国税理士会今治支部
　　　　　　　　　　　　今治地方青色申告連絡協議会・今治CATV㈱

入場整理券が必要です。電話での予約は致しません。

日　　時

会　　場

令和５年11月17日（金）
　15:00～17:00（開場14:30）
今治国際ホテル２階・クリスタルホール
　（今治市旭町2-3-4）
　◯駐車券は配布いたしません。駐車場は各自で手配下さい。

日　時

会　場
11月11日（土）～19日（日）
イオンモール今治新都市１階　きらめきコート　ＧＵ側

注

お知らせ

兵頭　慎治 氏 プロフィール
ひょうどう　　 しん　じ

愛媛県宇和島市出身
1994年上智大学大学院国際関係論専攻博士前期
課程修了後、防衛庁防衛研究所入所。96～98年外
務省在ロシア日本大使館政務担当専門調査員。
2001～03年内閣官房副長官補付内閣参事官補佐。
07年英国王立統合国防安全保障問題研究所（ＲＵ
ＳＩ）客員研究員。09～10年上智大学外国語学部兼
任講師。現在、北海道大学スラブ研究センター共同
研究員、日本国際問題研究所研究プロジェクト委
員、青山学院大学大学院国際政治経済学研究科兼
任講師、国際基督教大学（ＩＣＵ）非常勤講師。ロシア・
東欧学会副代表理事、内閣官房国家安全保障局顧問
を歴任。２０１５年より地域研究部長。2020年より
防衛研究所政策研究部長。2023年より現職。「多民
族連邦国家ロシアの行方」等、著書、論文多数。

ウクライナ戦争の現状と展望
ー日本の安全保障に及ぼす影響ー

「

」
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〈今治歴史散歩〉

6

●志島ヶ原に鎮座する厳島神社

　世界遺産の安芸宮島・厳島神社（広島県廿日

市市）では、旧暦６月17日の夕方に〝日本三大

船神事〟の一つとされる管
かん

絃
げん

祭
さい

が開催されます。

愛媛県内の分社では、興
ご

居
ご

島
しま

や三津浜の大祭が、

すでに明治末期から大正初期にかけて賑やか

だったことが海南新聞の記事などからもうかが

えます。当時、今治と松山からも、管絃祭へ向

かう臨時の観光船がありました。

　今治地方にも多くの分社がありますが、本社

の管絃祭を模して、船を使った行事を続けるの

は桜井厳島神社だけです。同社は桜井綱敷天満

神社の境内社で、国指定名勝・志島ヶ原の松林の中にひっそりと鎮座しています。桜井海岸に臨む、東の鳥居の近

くです。もとは桜井漁協の近くにあったようで、境外社の合併で現在地へ移転するのは明治41（1908）年のことで

した。

　桜井では、明治42年から桜井浜に汽船が寄港するようになり、漆器の原料・製品の輸送で大きな転機ともなりま

した。すでに九州福岡では桜井出身の田坂善四郎が月賦販売を始めており、大正期に桜井漆器は黄金期を迎えてい

ます。一方、桜井河口港には漆器倉庫が立ち並

び、江戸後期から続く椀
わん

舟
ぶね

行商も残っていまし

た。しかし、大正12（1923）年12月に国鉄伊予

桜井駅が開業すると、物流を取り巻く環境は一

変し、椀舟は姿を消していったのです。

●祭礼を盛り上げる藁船流し

　平成18（2006）年に近田利勝氏が作成した藁
わら

船
ぶね

の由来書によれば、大正初期に〝余興で仮船

を造り点火して数百を流し神に奉るという行事〟

があって盛観を極めたようです。男子の生まれ

た家が、その子が７歳になるまでに流すという

　今治の埋もれた、魅力ある歴史文化を紹介するコーナーです。第34回は、桜井地区

で〝宮島さん〟の呼称で親しまれる、麦
むぎ

藁
わら

船を海へ流す年中行事を紹介し、その由来を

歴史散歩したいと思います。

大　成　経　凡

第34回　桜井厳島神社の〝宮島さん〟

桜井厳島神社（令和５年８月３日撮影）

奉納された藁船（令和４年７月15日撮影）
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風習でした（２歳は流さないとも）。

　では、現在の祭礼行事の様子ですが、令和５

（2023）年は８月３日の開催となり、午後７時

から社殿で綱敷天満神社の氏子総代と桜井漁協

の関係者が集い祭典を執り行いました。７時半

頃からは、外の祭壇前で奉納船と奉納者のお祓

いが行われ、それを終えると波打ち際まで父親

が藁船を担いで運びます。そして、行
あん

燈
どん

の蝋
ろう

燭
そく

に火をともし、約100ｍ沖に碇泊する御座船（漁

船）近くまで泳いで渡すのです。その後は、風

や潮流の力に任せて、藁船は沖へと流されてい

きます。奉納者には法人・団体もありますが、

多くは数え７歳までの男児のいる家庭で、子供

の健やかな成長を願います。

　船の外見は、和船をイメージした全長1.0～1.5ｍの大きさで、近郷で収穫された裸麦の藁を用いています。帆柱

に掲げた紙製の帆には赤い鳥居と松が描かれ、「奉納�厳島神社」の文字と男児の名前（船名）が記されます。また、

灯りをともす行燈を船体中央に載せ、船首の水
み

押
よし

には分け御
み

霊
たま

を宿した御
ご

幣
へい

が装着されます。

●藁船流しの現況と課題

　令和５年は10隻の奉納があり、暗闇の時間帯に合わせて藁船は次々と集結しました。40年ほど前は200隻の奉納

があり、神主も３人態勢で臨まないとお祓いが追いつかなかったようです（現在１人）。お祓いを受けた順に藁船

は沖へと旅立ち、幻想的な波灯りの光景に観衆は感嘆の声をあげます。平成24（2012）年公開の長編アニメーショ

ン映画『ももへの手紙』（沖浦啓之監督）でも、そのシーンが再現されています。

　奉納船の数が減った背景は、少子化だけでなく、規格に合った藁の減少と船の作り手の減少・高齢化も大きな要

因となっています。かつては、自作できない家庭のために、藁船製作を商売とする職人もいました。令和４年は、

コロナ禍で中止になっていた行事再開を盛り上げようと、桜井綱敷天満宮みこし保存会と来島会「桜井プロジェク

ト」のメンバーが藁船を20隻製作。地元消防団の若手が泳ぎ手となって、一般と合わせて35隻の奉納・船出が見ら

れました。

　藁船流しが終わった後も、祭典は続きます。

御霊が午後９時頃に小さな神輿に載せられ、

海岸で待機する御座船に宮司とともに乗り込

みます。沖合を太鼓の音色を響かせながら１

時間ほど渡御し、豊漁・航海安全の祈願を行

うのです。神輿が社殿に戻るまでが祭礼で、

地域色のある〝宮島さん〟を、今後も続けて

欲しいと願います。

藁船流しの光景（令和４年７月15日撮影）

御座船へ向かう宮司と御神輿（令和４年７月15日撮影）



〈税務署からのお知らせ〉
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〈税務署からのお知らせ〉
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〈税務署からのお知らせ〉
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キャッシュレス納付のご案内
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〈愛媛県からのお知らせ〉

インターネットでまとめて、簡単手続き！　

地方税の電子総合窓口
ポ ー タ ル シ ス テ ム

給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます一括処理！！

複数の地方公共団体へ一括提出できます提出可能！！
全国の地方公共団体に

eLTAXは無料で利用できます（※）費用はナシ！！

自宅で オフィスで

自宅やオフィスから地方税が納付できますネットでできる！！

（※）eLTAXのご利用には、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などの
事前準備が必要です。これらの準備には費用が掛かるものもあります。
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地方税共通納税システムで
電子納税できる税目が追加
されます！

令和5年
4月1日

から

令和5年4月1日から、新たに以下の4税目が電子納税できるよう
になります。

＜追加される税目＞
■ 固定資産税
■ 都市計画税
■ 自動車税種別割
■ 軽自動車税種別割
※上記に加え、準備が整った地方公共団体から順次、対象税目を拡大していきます。

これらの納税が、パソコンやスマートフォンからいつでも行える
ようになります。
※事前に公表するメンテナンス時間を除きます。

納税がますます
便利になるね！

詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

▶https://www.eltax.lta.go.jp/ 
スマートフォンからもご覧いただけます。(※)

（※）利用届出等の手続き、お問い合わせフォームやアンケートのご利用はできません。

ご利用に際してのご不明な点等は「よくあるご質問」
をご覧ください。

▶https://eltax.custhelp.com/

エルタックス 検索

国税電子申告・納税システム（e-Tax）もご利用ください。

▶https://www.e-tax.nta.go.jp/
国税庁e-Taxキャラクター ： イータ君

地方税の申告、申請などは、それぞれの地方公共団体で行っ
ていただく必要がありますが、eLTAXでは、インターネッ
トからそれぞれの地方公共団体に一括手続できます。

電子申告 電子申請・届出 電子納税

eLTAX電子申告の概要

A税理士

B社

申告

申請

届出

申告

納税

Cさん
申告

インターネットで申告1

Internet

地方税ポータルセンタで受付2

A県 B市 C町

各地方公共団体へ配信3
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〈今治市からのお知らせ〉

今治市法人市民税について

法人市民税には法人税割と均等割があります。

＊法人税割
8.4％（令和元年10月１日以降に開始する事業年度から適用）
注：平成28年度税制改正により税率が変更になりました。

　　令和元年９月30日以前に開始する事業年度については、従前の12.1% です。

＊均等割
法人等の区分

資本金等の金額
年　　　額

市内従業者数 税率（制限税率）

50億円を超える法人等
50人超 ９号法人

3,600,000

50人以下 ７号法人
492,000

10億円を超え50億円以下の法人等
50人超 ８号法人

2,100,000

50人以下 ７号法人
492,000

１億円を超え10億円以下の法人等
50人超 ６号法人

480,000

50人以下 ５号法人
192,000

１千万円を超え１億円以下の法人等
50人超 ４号法人

180,000

50人以下 ３号法人
156,000

１千万円以下の法人等
50人超 ２号法人

144,000

50人以下 １号法人
60,000

法人市民税の内訳

法人市民税の税率

法人市民税額 法人税割額 均等割額＝ ＋
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法人市民税の区分

【法人設立（設置）届】……市内に法人等を設立（設置）した場合に提出してください。

　　　提出期限……異動から２か月以内

　　　添付書類……登記簿謄本・定款（添付書類はコピー可）

【法人等の異動届出書】……法人等に変更事項があった場合に提出してください。

　　　提出期限……異動から２か月以内

　　　添付書類（添付書類はコピー可）

エルタックス利用環境について

＊８時30分から24時までご利用いただけます。（土日祝日、年末年始を除く）

＊利用届出（新規）を提出後、利用者ＩＤと仮暗証番号を用いて、直ちに電子申告を利用できます。

詳細については、エルタックスのＨＰ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

　　　問合せ先

　　　　〒794-8511　今治市別宮町一丁目４番地１

　　　　今治市役所市民税課　☎�0898-36-1510　　FAX�0898-32-5211㈹

　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール�siminzei@imabari-city.jp

納税義務がある法人等
法人市民税の区分

均等割 法人税割

ア 市内に事務所又は事業所がある法人 課税 課税

イ 市内に事務所等はないが、寮等のみがある法人 課税 非課税

ウ
市内に事務所又は事業所がある公益法人等や法人でない社団
等で収益事業を行うもの

課税 課税

エ
市内に事務所又は事業所がある公益法人等で収益事業を行わ
ないもの

課税 非課税

本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・清

算など登記事項を変更したとき
登記簿謄本

事業年度を変更したとき 定款又は総会議事録

合併したとき 登記簿謄本・合併契約書

グループ通算制度の承認又は取消のあったとき
承認通知書・税務署への届出書のコピー・グルー

プ一覧表・グループ関係図、又は取消通知書

納税義務者について

法人の設立・設置・異動等に関する届出について

エルタックスでの申告について



I'm Into IMABARI.
私、今治に夢中です。

意味は、「I’m  Into  IMABARI」( 今治にハマってます )。
市民が一丸となって今治を盛り上げるシンボルです。

アイアイいまばり。
今治の新しいアイ言葉です。


